
（建設リサイクル法に関する条件明示等） 

1.   本工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（（平成 12 年法律第

104 号）以下「建設リサイクル法」という。）に基づき、特定建設資材の分別解体

等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。 

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以

下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「７ 解体工事に要する費用等」

に定める事項は、契約締結時に発注者と請負者の間で確認されるものであるため、

発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象

としない。 

ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難い場

合は、監督員と協議するものとする。 

 

積算条件 

① 分別解体等の方法 

※「分別解体の方法」の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。 

工

程

ご

と

の

作

業

内

容

及

び

解

体

方

法 

工 程 作 業 内 容 分別解体等の方法（※） 

①仮設 仮設工事 

□有 ■無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

②土工 土工事 

 有  無 

□手作業 

 作業・機械作業の併用 

③基礎 基礎工事 

□有 ■無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

④本体構造 本体構造の工事 

■有 □無 

 手作業 

 手作業・機械作業の併用 

⑤本体付属品 本体付属品の工事 

 有  無 

 手作業 

□手作業・機械作業の併用 

⑥その他 

 

その他の工事 

□有 ■無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

 

②  再資源化等をする施設の名称及び所在地 

再資源化施設名を明示することは、再資源化施設を指定するものと解釈され、

自由な競争を阻害する恐れがあるため、明示はしないものとする。 

なお、積算上は「運搬費＋受入料金」の合計額の最も安価となる再資源化施設

を想定している。 
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2.  元請業者から発注者への書面による事前説明（建設リサイクル法１２条関係） 

少なくとも以下の事項について説明する。 

・ 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造 

・ 新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類 

・ 工事着手の時期及び工程の概要 

・ 分別解体等の計画 

・ 解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の

見込み 

 

以上の説明については、建設リサイクル法省令で定めた様式第１号の別表１（建築物

に係る解体工事）、別表２（建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様換））、

別表３－１、３－２（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等））

のうち、当該工事に該当する別表及び工程表を工事を請け負おうとする者が作成し、契

約締結前に契約担当者又は工事担当課長等に説明するものとする。 

 

3.  工事請負契約書「７．解体工事に要する費用等」に記入する内容について 

契約締結時に発注者と請負者の間で確認した次の事項を請負者が記入するものと

する。 

（１） 解体工事に要する費用 

（２） 再資源化等に要する費用 

（３） 分別解体の方法 

（４） 再資源化等をする施設の名称及び所在地 
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）

□
残
土

処
分
（

自
由
処

分
）

□
残
土

処
分

地
（

□
別

途
資

料
　

□
そ
の

他
（
　

　
　

　
　
）

□
別

途
協

議
　
）

□
運
搬

距
離
（

Ｌ
＝
　

　
㎞

）

□
残
土

処
分
（

指
定
処

分
・
他

工
事
流

用
）

□
処
分
地

の
処

理
条
件

あ
り
　

（
□

押
土
整
地

　
　

□
そ
の

他
（
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
）

）

□
産
業

廃
棄
物

の
処
理

条
件
あ

り
□

産
業

廃
棄

物
の
種

類
　
　

　
（

□
コ
ン
塊

□
ア
ス
塊

□
木

材
□

汚
泥

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

）
）

□
産
業

廃
棄
物

の
処
分

地
　

　
（

□
再

生
処

分
場
（

　
　
　

　
　

）
□

最
終

処
分

場
（
　

　
　

　
　
）

□
別

添
図

書

□
そ
の
他

（
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

）
□

別
途
協

議
　

）

【
注

：
特
段

の
理
由

に
よ

り
処
分

先
や
運

搬
距

離
を
明

示
す
る

場
合

は
そ
の

他
の
項

目
（
　

　
　
　

　
）
に

記
入
の

こ
と

。
】

□
処
分

場
の
受

入
条
件

　
（

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
）

□
舗
装

切
断
時

の
排
水

処
理

 
そ
の

他
（
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
）

 
そ
の

他
（
　

既
設
ポ

ン
プ

等
は
、

有
価
物

と
し

て
ス
ク

ラ
ッ
プ

処
分

す
る
も

の
と
す

る
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
）

□
工
事

支
障
物

件
あ
り

□
支
障

物
件

名
　
（

□
鉄

道
□

電
気

□
電

話
□

水
道

□
ガ

ス
□

有
線

□
そ
の

他
（

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
　

）

□
移
設

時
期
　

　
（

□
令
和

　
　
　

年
　
　

　
月

　
頃

□
別

途
協
議

）

□
防
護

　
（
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
）

□
そ
の

他
□

そ
の
他

（
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

）

残
土

・
産
業

廃
棄

物
関
係

工
事
用

道
路

関
係

仮
設

備
関

係

ア
ス

フ
ァ
ル

ト
・
セ

メ
ン

ト
コ
ン

ク
リ
ー

ト
舗

装
の
切

断
時
に

発
生

す
る
排

水
（
泥

水
）
を

河
川
や

側
溝
に

排
水
す

る
こ

と
な
く

排
水

吸
引

機
能
を

有
す

る
切
断

機
械
等

に
よ
り

回
収

す
る
も

の
と
す

る
。

ま
た
、

回
収
水

等
は

、
産
業

廃
棄
物

と
し
て

取
り
扱

う
も
の

と
し
、

適
正

に
処
理

し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。
「
適

正
に
処

理
」
す

る
と

は
、
「

廃
棄
物

処
理

及
び
清

掃
に
関

す
る

法
律
」

に
基
づ

き
、
産

業
廃
棄

物
の
排

出
事
業

者
（

受
注
者

）
が

産
業

廃
棄
物

の
処

理
を
委

託
す
る

際
、
適

正
処

理
の
た

め
に
必

要
な

廃
棄
物

情
報
（

成
分

や
性
状

等
）
を

処
理
業

者
に
提

供
す
る

こ
と
が

必
要

で
あ
る

。
な

お
、

受
注
者

は
、

回
収
水

等
の
産

業
廃
棄

物
管

理
票
（

マ
ニ
フ

ェ
ス

ト
）
に

つ
い
て

、
監

督
員
に

提
示
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

工
 
事
 
支
 
障

物
 
件
 
関
 
係

（
注

）
上

記
受
託

業
務

事
項

・
条
件

及
び
内

容
の
レ

印
当
該

欄
は
、

作
業

に
当

た
っ
て

制
約
を

受
け
る

事
と
な
る

の
で
明

示
す

る
。

　
　

　
明

示
事
項

に
変

更
が

生
じ
た

場
合
及

び
明
示

さ
れ
て

い
な
い

制
約

等
が

発
生
し

た
と
き

は
、
発

注
者
と
別

途
協
議

し
適

切
な
措

置
を

講
ず
る

も
の
と

す
る
。

　
　

　
別

途
協
議

と
は

、
設

計
・
現

場
説
明

又
は
作

業
打
合

せ
等
に

よ
り

協
議

す
る
も

の
と
す

る
。

亀
山

市

令
和

元
年

7
月

- 4 -



特
記

仕
様
書

（
施

工
条

件
明
示

一
覧

表
）

№
3

明
　
示

　
項

　
目

明
　

　
示
　

　
事
　

　
項

条
　
　

　
件
　

　
　
及

　
　
　

び
　
　

　
内
　

　
　
容

□
□

設
計
条

件
（
　

　
　

　
　
）

工
法
区
分

（
　

　
　
　

　
）

材
料

種
類

（
　
　

　
　
　

）
施

工
範

囲
（

　
　

　
　

　
）

□
削
孔

数
量
（

　
　
　

　
　

）
注
入
量

　
（
　

　
　

　
　

）
そ
の

他
　
（

　
　

　
　

　
）

□
□

工
法
関

係
（
　

　
　

　
　
　

　
　
）

材
料
関

係
（
　

　
　

　
　
　

　
　
）

□ □
□

そ
の
他

（
　
　

　
　

　
　
　

　
）

□
再
生

材
使
用

の
指
定

あ
り

□
再
生

材
の

種
類
（

□
再

生
Ａ
s
コ
ン

□
再

生
路

盤
材

□
再
生

ク
ラ
ッ

シ
ャ
ー

ラ
ン

□
道
路

用
盛

土
材

□
再
生

コ
ン

砂
　

）

□
再
生

材
が
使

用
出
来

な
い

場
合
の

措
置
（

□
新
材

に
変
更

□
そ
の

他
（
　

　
　
　

　
　

）
□

別
途

協
議

　
）

□
六
価

ク
ロ
ム

溶
出
試

験
あ
り

（
環
境

告
示

第
4
6
号

溶
出

試
験
）

□
再

生
コ
ン

ク
リ

ー
ト
砂

（
１
購

入
先

当
た
り

１
検
体

の
試

験
を
行
い

、
試
験

報
告
書

に
は
、

使
用
す

る
工

事
名

称
、

所
在

地
を

記
載
す

る
。

）

□
三
重

県
リ
サ

イ
ク
ル

製
品
利

用
推
進

条
例

に
基

づ
く

□

認
定

製
品
の

使
用
に

つ
い

て
 
（

認
定

製
品
の

品
名
：

□
盛
土

材
□

埋
戻

し
材

□
サ

ン
ド
ク

ッ
シ

ョ
ン
材

□
上
層

路
盤
材

□
コ

ン
ク

リ
ー
ト

二
次

製
品

□
グ
レ

ー
チ

ン
グ

□
そ

の
他
（

 
）
）

□
下
記

製
品
を

本
工
事

で
使

用
す
る

場
合
は

、
三

重
県
リ

サ
イ
ク

ル
製

品
利
用

推
進
条

例
に
基

づ
く
認

定
製
品

を
使
用

す
る

よ
う
に

努
め

る
。

 
（

認
定

製
品
の

品
名
：

　
間

伐
材
製

工
事
用

バ
リ

ケ
ー
ド

・
看

板
・

標
示
板

 
 
）

□
そ
の

他
（
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
）

□
そ

の
他
（

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
）

□
工
事

用
機
材

の
保
管

及
び
仮

置
き
の

必
要

あ
り

□
保
管
場

所
（

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
）

期
間

（
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
）

そ
の

他
（

　
　

　
　
）

□
現
場

発
生
品

あ
り

□
品
名

（
　

　
　
　

　
　
　

　
）

数
量
（

　
　

　
）

保
管

場
所

（
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
）

そ
の

他
（

　
　

　
　

）

□
支
給

品
あ
り

□
品

名
（

　
　
　

　
　

　
　
　

）
数
量

（
　

　
　
）

引
渡
場

所
（
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

）

時
期

（
令
和

　
　
年

　
　

月
　
　

日
）

そ
の
他
（

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
）

□
盛
土

材
等
工

事
間
流

用
あ
り

□
運
搬

方
法

（
□

受
注

者
で
運

搬
□

受
注

者
以
外

で
運

搬
□

別
途
協

議
□

そ
の

他
（
　

　
　
　

　
　
　

）
）

□
引
渡

場
所
（

□
別
添
図

等
□

別
途
協
議

　
□

そ
の

他
（
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

）

数
量

（
　
　

　
　
　

）
運

搬
距
離

（
Ｌ
＝

　
　

 
㎞
）

□
現
場

環
境
改

善
費
適

用
工
事

□
現
場

環
境

改
善
の

内
容
（

率
分

）
（
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
現
場

環
境
改

善
の
内

容
（

積
上
）

（
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
）

□
そ
の

他
（
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
　

 
 
）

□
そ

の
他
（

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
）

 
適
用

条
件

 
三
重

県
公
共

工
事
共

通
仕

様
書
（

平
成
2
8
年
7
月
版

）
を
適

用
（

部
分

改
正
を

行
っ
た

内
容
も

含
む

（
最

新
改

正
：

令
和
元

年
7
月

1
日
）

）

□
「
土

木
構
造

物
設
計

マ
ニ

ュ
ア
ル

（
案
）

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
編

」
を

適
用

□
契
約

後
の
V
E
提
案
に

関
す

る
特
記

仕
様
書

　
平

成
　
　

年
　
　

月
　

　
日
を

適
用
（

三
重
県

H
P
「
三

重
県
の

公
共
事

業
情

報
」
を

参
照

）

□ □
「
工

事
監
理

連
絡
会

」
実

施
対
象

工
事
に

係
る

特
記
仕

様
書
　

平
成

3
0
月
7
月

1
日
を

適
用
（

三
重
県

H
P
「
三

重
県
の

公
共

事
業
情

報
」

を
参

照
）

※
設
計

図
書
の

照
査

完
了
後

、
実
施

に
つ

い
て
監

督
員
と

協
議

す
る
こ

と
。

□  □
（

□
□

□

□ （
□

□
）

適
用

（
三
重

県
H
P
「

三
重

県
の
公

共
事
業

情
報

」
を
参

照
）

支
援

技
術
者

１
．

本
工

事
は

現
場

に
お

け
る

現
場

技
術

業
務

を
〔

例
示

－
（

公
財

）
三

重
県

建
設

技
術

セ
ン

タ
ー

〕
に

委
託

し
て

い
る

の
で

、
そ

の
支

援
技

術
者

が
監

督
員

　
に

代
わ

っ
て

施
工

体
制

点
検

、
現

場
で

立
会

、
観

察
又

は
検

測
を

行
う

際
は

、
そ

の
業

務
に

協
力

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

ま
た

、
書

類
（

施
工

体
制

台
帳

　
、

計
画

書
、

報
告

書
、

デ
ー

タ
、

図
面

等
）

の
審

査
に

関
し

説
明

を
求

め
ら

れ
た

場
合

は
、

説
明

に
応

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

支
援

技
術

者
は

　
、

工
事

請
負

契
約

書
第

９
条

に
規

定
す

る
監

督
員

で
は

な
く

、
指

示
、

承
諾

、
協

議
、

検
査

の
適

否
の

判
定

等
を

行
う

権
限

は
有

し
な

い
も

の
で

あ
る

。
２

．
監

督
員

か
ら

受
注

者
に

対
す

る
指

示
又

は
通

知
等

を
支

援
技

術
者

を
通

じ
て

行
う

場
合

に
は

、
監

督
員

か
ら

直
接

、
指

示
又

は
通

知
が

あ
っ

た
も

の
と

み
 
な

す
。

３
．

監
督

員
の

指
示

に
よ

り
受

注
者

が
監

督
員

に
対

し
て

行
う

報
告

又
は

通
知

は
、

支
援

技
術

者
を

通
じ

て
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

４
．

本
工

事
を

担
当

す
る

支
援

技
術

者
の

氏
名

は
右

記
の

通
り

で
あ

る
。

　
支

援
技

術
者

：

設
計

変
更
（

工
事
一

時
中

止
）
を

行
う
際

に
は

、
三
重

県
工
事

一
時

中
止
に

係
る
ガ

イ
ド
ラ

イ
ン
（

三
重
県

県
土
整

備
部

 
平

成
2
9
年
7
月

）
を

参
考

と
す

る
。

（
三
重

県
H
P
「

三
重

県
の
公

共
事
業

情
報

」
を
参

照
）

設
計

変
更
（

工
事
一

時
中

止
）
を

行
う
際

に
は

、
農

業
農

村
整
備

事
業

漁
港

漁
場
関

係
工
事

森
林
整

備
保

全
事

業

三
重
県

企
業
庁

が
所

管
す
る

工
事

）
に
お
け

る
工
事

一
時

中
止
に

係
る
ガ

イ
ド

ラ
イ
ン

三
重

県
農

林
水
産

部
 
平

成
2
9
年
7
月

三
重
県
企

業
庁
 
平

成
2
9
年

7
月

を
参
考
と
す

る
。

（
三
重

県
H
P
「
三
重

県
の

公
共

事
業
情
報

」
を
参

照
）

「
受

発
注
者

間
の
協

議
に

お
け
る

回
答
予

定
日

を
明
確

に
す
る

取
組

」
試
行

対
象
工

事
に
係

る
特
記

仕
様
書

　
平
成

2
8
年

7
月

1
日

を

薬
液

注
入
関

係
薬

液
注
入

工
法
等

の
指
定

あ
り

提
出

書
類
あ

り

注
入

量
の
確

認
、
注

入
の

管
理

及
び
注

入
の
効

果
の
確

認

そ
の

他
（
　

　
　
　

　
　

　
　

　
）

再
生
材

使
用

関
係

三
重

県
リ
サ

イ
ク
ル

製
品

利
用
推

進
条
例

に
基

づ
く
認

定
製
品

を
使

用
す
る

。
た
だ

し
、
認

定
製
品

が
入
手

で
き
な

い
場

合
は
、

監
督

員
と

別
途
協

議
。

そ
　

の
　

他

適
 
用

 
条

 
件

（
注

）
上

記
受
託

業
務

事
項

・
条
件

及
び
内

容
の
レ

印
当
該

欄
は
、

作
業

に
当

た
っ
て

制
約
を

受
け
る

事
と
な
る

の
で
明

示
す

る
。

　
　

　
明

示
事
項

に
変

更
が

生
じ
た

場
合
及

び
明
示

さ
れ
て

い
な
い

制
約

等
が

発
生
し

た
と
き

は
、
発

注
者
と
別

途
協
議

し
適

切
な
措

置
を

講
ず
る

も
の
と

す
る
。

　
　

　
別

途
協
議

と
は

、
設

計
・
現

場
説
明

又
は
作

業
打
合

せ
等
に

よ
り

協
議

す
る
も

の
と
す

る
。

亀
山

市

令
和

元
年

7
月
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特
記

仕
様
書

（
施

工
条

件
明
示

一
覧

表
）

№
4

明
　
示

　
項

　
目

明
　

　
示
　

　
事
　

　
項

条
　
　

　
件
　

　
　
及

　
　
　

び
　
　

　
内
　

　
　
容

□ □ □ □
そ
の

他
（
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
）

 
一
般

監
督

重
点
監

督
の

場
合
　

【
注
：

全
て

の
工
種

に
適
用

し
な

い
場
合

は
、

対
象
工

種
欄
を

チ
ェ
ッ

ク
し

、
対
象

工
種
名

を
記
入

す
る

こ
と
。

】

□
全
て

の
工
種

に
適
用

す
る

。

□
対
象

工
種
（

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
）

□
重
点

監
督

　
※
こ

れ
以
外

は
、

一
般
監

督
と
す

る
。

□
入
札

時
Ｖ
Ｅ

方
式

□
契
約

前
の

Ｖ
Ｅ
提

案
に
基

づ
き

施
工
し

な
け
れ

ば
な

ら
な
い

。

□
契
約

後
Ｖ
Ｅ

方
式

□
契
約

後
に

Ｖ
Ｅ
提

案
を
受

け
付

け
る
。

□
設
計

・
施
行

一
括
発

注
方
式

□
細
部

設
計

の
承
認

を
受
け

な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。

□
プ
ロ

ポ
ー
ザ

ル
方
式

□
総
合

評
価
方

式
□

□
工
事

完
成
図

書
（
工

事
写
真

含
む
）

□
工
事
完

成
図

書
は
電

子
納
品

と
す

る
。
た

だ
し
、

電
子

化
が
困

難
な

部
分

に
つ
い

て
監
督

員
と
協

議
承

諾
を

得
た

も
の

に
つ
い

て
は

こ
の

限
り
で

は
な

い
。

□
電
子

納
品
対

象
外

電
子
媒

体
の
提

出
部

数
は
、

（
□

２
部

□
（
　
　

　
　

）
部

）
と
す

る
。

□
元

年
7
月

改
訂
）

を
適
用

 
工
事

写
真
の

み
 

工
事

写
真
は

電
子
納

品
と

す
る
。

た
だ
し

、
電

子
化
が

困
難
な

部
分

に
つ
い

て
監
督

員
と
協

議
承
諾

を
得
た

も
の
に

つ
い

て
は
こ

の
限

り
で

は
な
い

。

 
産
業

廃
棄
物

税
 

 
工
事

カ
ル
テ

作
成
・

登
録

 
三
重

県
公
共

工
事
共

通
仕

様
書
に

基
づ
き

、
工

事
カ
ル

テ
作
成

・
登

録
を
行

う
こ
と

。

 
建
設

副
産
物

情
報
交

換
シ

ス
テ

ム
 

 
下
請

企
業
の

次
数
制

限
 

本
工

事
に
お

け
る
下

請
の

次
数
は

、
２
次

（
建

築
一
式

工
事
は

３
次

）
ま
で

と
す
る

。

上
記

次
数
を

超
え
る

下
請

契
約
を

締
結
す

る
場

合
は
、

下
請
契

約
締

結
前
に

書
面
に

よ
り
発

注
者
の

承
諾
を

得
る
こ

と
。

 
県
内

企
業
の

使
用
、

管
内

又
は

隣
接
管

内
企
業

の
優
先

使
用

 

 
建
設

資
材
の

県
内
産

製
品

優
先

使
用

  
本
工

事
で
使

用
す
る

建
設

資
材
の

調
達
に

あ
た

っ
て
は

、
極
力

県
内

の
取
り

扱
い
業

者
か
ら

購
入
す

る
よ
う

努
め
る

こ
と

。
県
内

産
製
品

優
 
先
 
使
 
用

本
工

事
に
使

用
す
る

建
設

資
材
に

つ
い
て

、
規

格
・
品

質
等
の

条
件

を
満
足

す
る
も

の
に
つ

い
て
は

、
県
内

産
資
材

の
優

先
使
用

す
る

よ
う

努
め
る

こ
と

。

本
工

事
に
お

い
て
、

下
請

契
約
を

締
結
す

る
場

合
は
、

当
該
契

約
の

相
手
方

（
２
次

以
下
の

請
負
人

を
含
む

）
を
三

重
県

内
に
本

店
（

建
設

業
法
に

お
い

て
規
定

す
る
主

た
る
営

業
所

を
含
む

）
を
有

す
る

者
の
中

か
ら
選

定
す

る
よ
う

努
め
る

こ
と
。

ま
た
、

本
建
設

事
務
所

管
内

又
は
隣

接
す

る
建

設
事
務

所
管

内
に
本

店
（
建

設
業
法

に
お

い
て
規

定
す
る

主
た

る
営
業

所
を
含

む
）

を
有
す

る
者
を

優
先
し

て
選
定

す
る
よ

う
努
め

る
こ

と
。
な

お
、

県
外

企
業
を

下
請

け
に
選

定
す
る

場
合
は

、
下

請
契
約

締
結
前

に
書

面
に
よ

り
発
注

者
に

報
告
を

行
う
こ

と
。

共
通

仕
様
書

第
1
編
第

1
章

1
-
1
-
2
2
条
第

6
項

に
規
定

す
る

表
1
-
2
、

表
1
-
3

（
た

だ
し
、

低
入
札

価
格

調
査

制
度
の

調
査
対

象
工
事

と
な
っ

た
場
合

は
、
全

て
の
工

種
を

重
点

監
督
と

す
る
。

）

入
札
・

契
約

方
式

本
件

工
事
で

提
案
不

履
行

が
あ
っ

た
場
合

は
、

本
件
工

事
完
成

年
度

の
翌
年

度
に
総

合
評
価

方
式
で

発
注
す

る
案
件

（
以

下
「
発

注
工

事
」

と
い
う

。
）

で
、

貴
社
の

評
価
点

に
お

い
て
発

注
工
事

の
加

算
点
（

満
点
）

の
１

割
を
減

点
し
ま

す
。

電
 
子

 
納

 
品

三
重

県
Ｃ
Ａ

Ｌ
Ｓ
電

子
納

品
運
用

マ
ニ
ュ

ア
ル

（
令
和

産
業

廃
棄
物

税
本
工

事
に
は

産
業
廃

棄
物

税
相
当

分
が
計

上
さ

れ
て
い

な
い
た

め
、

受
注
者

が
課
税

対
象
と

な
っ
た

場
合
に

は
完
成

年
度

の
翌
年

度
の

4
月

1
日

か
ら

8
月
3
1
日

ま
で

の
間
に

別
に
定

め
る

様
式
に

産
業
廃

棄
物

税
納
税

証
明
書

等
を

添
付
し

て
当
該

工
事
の

発
注
者

に
対
し

て
支
払

請
求

を
行
う

こ
と

。
な

お
、
こ

の
期

間
を
超

え
て
請

求
す
る

こ
と

は
で
き

な
い
。

ま
た

、
設
計

数
量
を

超
え

て
請
求

す
る
こ

と
は
で

き
な
い

。

工
事

カ
ル
テ

作
成

・
登
録

建
設
副

産
物
情

報
交

換
シ
ス

テ
ム

三
重

県
公
共

工
事
共

通
仕

様
書
に

基
づ
き

、
建

設
副
産

物
情
報

交
換

シ
ス
テ

ム
（
副

産
物
シ

ス
テ
ム

、
発
生

土
シ
ス

テ
ム

）
に
デ

ー
タ

を
入

力
す
る

こ
と

。

下
請
関

係
下

請
企

業
次

数
制

限
　

県
内
企

業
使
用

管
内
企

業
優

先
使

用

監
督

の
区

分

適
 
用

 
条

 
件

電
子

メ
ー
ル

を
活
用

し
た

情
報
共

有
に
お

け
る

実
施
要

領
 
令
和

元
年

7
月
を

適
用
（

三
重
県

H
P
「
三

重
県
の

公
共
事

業
情

報
」
を

参
照

 
 
）

デ
ジ

タ
ル
工

事
写
真

の
小

黒
板
情

報
電
子

化
に

係
る
特

記
仕
様

書
を

適
用
（

三
重
県

H
P
「
三

重
県
の

公
共
事

業
情
報

」
を

参
照
 
 
）

ダ
ン

プ
ト
ラ

ッ
ク
等

に
よ

る
過
積

載
等
の

防
止

に
関
す

る
特
記

仕
様

書
を
適

用
（
三

重
県
H
P
「

三
重

県
の
公

共
事
業

情
報

」
を
参

照
 
 
）

（
注

）
上

記
受
託

業
務

事
項

・
条
件

及
び
内

容
の
レ

印
当
該

欄
は
、

作
業

に
当

た
っ
て

制
約
を

受
け
る

事
と
な
る

の
で
明

示
す

る
。

　
　

　
明

示
事
項

に
変

更
が

生
じ
た

場
合
及

び
明
示

さ
れ
て

い
な
い

制
約

等
が

発
生
し

た
と
き

は
、
発

注
者
と
別

途
協
議

し
適

切
な
措

置
を

講
ず
る

も
の
と

す
る
。

　
　

　
別

途
協
議

と
は

、
設

計
・
現

場
説
明

又
は
作

業
打
合

せ
等
に

よ
り

協
議

す
る
も

の
と
す

る
。

亀
山

市

令
和

元
年

7
月
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特
記

仕
様
書

（
施

工
条

件
明
示

一
覧

表
）

№
5

明
　
示

　
項

　
目

明
　

　
示
　

　
事
　

　
項

条
　
　

　
件
　

　
　
及

　
　
　

び
　
　

　
内
　

　
　
容

 
 

□
工
事

実
態
調

査
□

 
 

社
会

保
険

等
未
加

入
対
策

社
会

保
険
等

未
加
入

対
策

（
健

康
保
険

、
厚
生

年
金

保
険

及
び
雇

用
保
険

）
適
用

除
外
で

な
い
に

も
関

わ
ら
ず

社
会
保

険
等

に
未
加

入
で
あ

る
建

設
業
者

を
下
請

負
人
と

し
て
は

な
ら
な

い
。

受
注

者
は
、

施
工
体

制
台

帳
・
再

下
請
負

通
知

書
の
「

健
康
保

険
等

の
加
入

状
況
」

欄
に
よ

り
下
請

業
者
が

社
会
保

険
等

に
加
入

し
て

い
る

か
ど
う

か
を

確
認
す

る
こ
と

。
ま
た

、
発

注
者
が

加
入
状

況
を

証
明
す

る
書
類

の
提

出
又
は

提
示
を

求
め
た

場
合
、

速
や
か

に
対
応

す
る

こ
と
。

(
2
)
(
1
)
に
よ
り

三
重
県

警
察
本

部
に

通
報
を

行
う

と
と
も

に
、

捜
査
上

必
要
な

協
力
を

行
っ

た
場
合

に
は
、

速
や
か

に
発

注
者
に

報
告

す
る

こ
と

。
発

注
者

へ
の

報
告
は

必
ず
文

書
で

行
う
こ

と
。

(
3
)
受

注
者

は
暴

力
団

員
等

に
よ

り
不

当
介

入
を

受
け

た
こ

と
か

ら
工

程
に

遅
れ

が
生

じ
る

等
の

被
害

が
生

じ
た

場
合

は
、

発
注

者
と

協
議

を
行

う
こ

と
。

工
事

実
態
調

査
三
重

県
低
入

札
価
格

調
査

実
施
要

領
第
３

条
で

定
め
る

調
査
基

準
に

満
た
な

い
額
で

契
約
し

、
発
注

者
よ
り

工
事
実

態
調

査
の
指

示
が

あ
っ

た
場
合

又
は

、
同
実

施
要
領

で
定
め

る
重

点
調
査

を
経
て

契
約

し
た
場

合
は
、

工
事

実
態
調

査
に
協

力
す
る

こ
と
。

不
当

介
入
を

受
け

た
場

合
の

措
置

不
当

介
入
を

受
け
た

場
合

の
措

置
暴
力

団
員
等

に
よ
る

不
当

介
入
（

三
重
県

公
共

工
事
等

暴
力
団

等
排

除
措
置

要
綱
第

２
条
第

１
項
第

1
4
号
）

を
受
け

た
場

合
の
措

置
に

つ
い

て

(
1
)
受

注
者

は
暴
力

団
員
等

（
三

重
県
公

共
工
事

等
暴

力
団
等

排
除
措

置
要
綱

第
２
条

第
１
項

第
1
2
号

）
に
よ

る
不

当
介
入

を
受

け
た

場
合
は

、
断

固
と

し
て
こ

れ
を
拒

否
す
る

と
と

も
に
、

不
当
介

入
が

あ
っ
た

時
点
で

速
や
か

に
三
重

県
警
察

本
部
に

通
報
を

行
う

と
と
も

に
、

捜
査

上
必
要

な
協

力
を

行
う
こ

と
。

（
注

）
上

記
受
託

業
務

事
項

・
条
件

及
び
内

容
の
レ

印
当
該

欄
は
、

作
業

に
当

た
っ
て

制
約
を

受
け
る

事
と
な
る

の
で
明

示
す

る
。

　
　

　
明

示
事
項

に
変

更
が

生
じ
た

場
合
及

び
明
示

さ
れ
て

い
な
い

制
約

等
が

発
生
し

た
と
き

は
、
発

注
者
と
別

途
協
議

し
適

切
な
措

置
を

講
ず
る

も
の
と

す
る
。

　
　

　
別

途
協
議

と
は

、
設

計
・
現

場
説
明

又
は
作

業
打
合

せ
等
に

よ
り

協
議

す
る
も

の
と
す

る
。

亀
山

市

令
和

元
年

7
月
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第１節  適用範囲

１.

２.

３.

４.

第２節  一般事項

１.

２.

３.

４.

５.

６.

７.

　工事施工に伴う資材、重機等の運搬車輛の運行については、施工計画に基づくと共

に、事前に監督員と協議し、使用する道路等の維持管理および交通安全対策について必

要な措置を講じること。

　受注者は、設計図書、仕様書にもとづき詳細設計を行い、製作および施工承認図書を

監督員に提出し、その承諾を得ること。

　施工計画書および施工図等は、全ての工種を総合的に表示計画すべきものであり、受

注者は工程管理にあたり常に全ての工種関連性を明確に確認できる図書を監督員に提出

し、必要な指示、承諾等を受けると共に常に工事の進捗状況について注意し、予定の工

事工程と実績を比較検討し、工事の円滑な進行を計らなければならない。

　二次製品については、現場搬入または施工前に仕様カタログ、サンプル等を監督員に

提出し、その承諾を得ること。

 工事施工に必要な資材置場、残土捨場、現場事務所等は、受注者の負担により責任を

持って措置すること。

　停電または既設機器の停止を必要とする場合は、その日時と作業内容を明確にして事

前に申請し、監督員の了解を得ること。なお、申請にあたっては、事前に監督員と十分

な協議を行い、施設の運用に与える影響を最小限とすること。

第　１　章　　総　　則

　契約書、設計図書および本特記仕様書は、前項の共通仕様書および技術基準等に優先

する。

　受注者は、前項の仕様書および技術基準の内容は勿論のこと、諸関係法規等を現場責

任者に充分理解させ、監督員の指示に従って完全に施工すること。

　本工仕様書は、「第5水源地工水送水ポンプ更新工事（以下「本工事」という)」の施

工に適用する。

　本工仕様書は、「本工事」施工に関する特有な仕様事項を示すものでありその他の場

合は、電気設備工事共通仕様書、電気設備技術基準、内線規定、三重県土木工事共通仕

様書および諸関係法規による。

　受注者は着工に先立ち、実施工程表、施工計画書を監督員に提出し、その承諾を得る

こと。
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８.

９.

10.

11.

12.

13.

14.

　受注者は、工事完了後竣工図書を作成し、監督員の承諾を得て完了届けと同時に提出

すること。なお、本工事の竣工図書は３部提出するものとするが、監督員の指示により

縮小版を追加する場合がある。

　本工事完了後の瑕疵担保責任の存続期間は１年とし、当該施設に瑕疵があった場合に

は、受注者の責任において措置すること。

　本工事に係る検査、試験および試運転に要する一切の費用は、受注者の負担とする。

　本工事によって、既設構造物あるいは設備機器に損害等を与えた場合には、監督員の

指示に従い、受注者の責任において原形に復すること。

　本工事に係る関係諸機関への手続きに伴なう書類作成は、監督員と協議の上、原則と

して受注者で行うこと。なお、申請費用等は受注者の負担とする。

　機器等の選定を起因とした関連配管や基礎等の改造が必要なる場合は、受注者の責に

より施工するものとする。

　本工事完了後、上水道課担当職員に対し運転操作および保守等についての説明を行う

こと。その内容および日程については、監督員と協議し決定するものとする。
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第１節  設備概要

１.

２.

① 送水ポンプ 2.78 /min×68ｍ×45kW　～3台（2台並列交互運転）

② 電動弁 150A　10ｋ　200V　バタフライ弁

③ 付帯配管 ポンプ等更新に伴うフレキシブル配管等

④ 既設機器、及び関連配管撤去,処分,フライホイール含む

第　２　章　　概　　要

　本工事は送水ポンプ設備および電動弁を更新すものであり、関連する機器の製作、据

付・配線工事および試運転調整までを行うものとする。

　送水ポンプ設備は、既設機器の能力を確保しつつ新たな器機に更新するもので、関連

機器の設置、各機器への取付けを行うものとする。設備の主な機器及び工事概要を以下

に示す。
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第１節　据付工事

１.

２.

３.

４.

５. 　設置する機器等の重量から耐震性を検討し、監督員の確認を受けること。

また、あと施工アンカーで施工する場合は、施工管理について監督員と協議すること。

６. 　機器の据え付け工事にあたって、本施設は通常どおり工業用水の供給を行うため、

２台は運転可能な状態とし、残り１台の撤去・設置を行うこと。施工方法については、

監督員と十分に協議を行い、施設の運営に支障を及ばさいよう注意すること。

第２節　配管工事

１.

２.

３.

第３節　電気配線工事

１.

(1) 電気技術基準調査委員会内線規定（ＪＥＡＣ）

(2) 社団法人営繕協会  電気設備工事共通仕様書

第　３　章　　据 付 工 事、外

　電気配線工事にあたっては、保守管理上危険性のないよう配慮して施工することはも

ちろん、次の規定および仕様に適合した工事でなければならない。

　機器の据え付けにあたっては、十分な経験と技術を持った専門技術者の指導のもとで

行い、その機器の性能や機能を損なうことのないように十分注意して据え付けなければ

ならない。

　機器の据え付け工事にあたって、他工事との出会い現場となる場合は、機器の破損や

汚れを受けないように本工事の受注者によって保護に努めなければならない。

　機器廻りの配管は水平、垂直を確認し美観を損なわないよう施工するものとする。ま
た、配管材料は主にフランジ加工製作品を使用し、ボルトナットパッキンで接合するも
のとする。

　フランジ継手に用いるボルトおよびナットはステンレス製とし、ボルトの締め付けは
片締めにならないように対角交互に締め付け、最後に増し締め確認を行うものとする。

　機器廻りの取り付け配管は、修理や点検が容易に行えるような位置や向きに配慮する

と共に、取り外しが容易にできるようにフランジまたは伸縮管等を前後に設けて取り付

けなければならない。

　横軸ポンプの据付は、その性能が十分発揮するように考慮し、カップリングの芯の狂

いは、上下左右の外周面で５／１００mm以内、同じく隙間で１０／１００mm以内に調整

を行うものとする。

　芯出し調整後は、芯狂いが起こらないようにアンカーボルトを完全に締め、共通ベー

スの中にはモルタルを充填するものとする。
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２.

第４節　塗装工事

１.

２.

第５節　試運転調整

１.

(1) 絶縁抵抗測定値

(2) 接地抵抗測定値

(3) その他監督員が指示したもの

２.

第６節　引渡しおよび保証

１.

２.

　試運転終了後、受注者は上水道課監督員に各機器の機能および取扱操作方法等の説明

を行うこと。

　機器の塗装はメーカーの標準色とするが、据付後損傷箇所がある場合はその補修塗装

を行なうものとする。

　各機器の現場据付後、当市の定める期間内に受注者は各機器について専門の熟練した

技術者を派遣し、機器の調整試運転を行ない下記の成績書を提出すること。

　本工事引渡し後の保証期間は、満１ヶ年とする。なお、保証期間中に受注者の責任に

帰すべき原因による事故が生じた場合には当市が指定する期間内に無償にて補修、また

は良品に取り替えること。

　メーカーで仕上げ塗装がなされていない機器・材料で特に指定するの以外は、機械類

は錆止め塗装と下塗り上塗りをそれぞれ各１回以上を原則とする。また、仕上げ塗装の

色彩については監督員と協議し決定するものとする。

　本工事の引渡しは、亀山市工事検査規定に基づく完成検査に合格した時をもって引渡
しとする。

　動力配線、制御配線等のケーブル線は各種類ごとに順序よく整理して配線し、端末処

理を完全にしなければならない。また、動力線の色順位は国土交通省仕様とする。
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